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建築物耐震対策促進事業 事務事業評価シート

28年度(計画)

27年度(実績) 28年度(計画)

事業ｺｰﾄﾞ 事業名

0404 建築物耐震対策促進事業

暮らし

　事業概要　…上記目的を実現するための事業手法を記載すること

【 事後評価 】平成 27 年度 事務事業評価シート

総合
計画

分野

会計 款 項 目

一般 02 01 15

政策 2-2 生活基盤の充実
施策 3 住宅の安定確保

目的 安心して生活できる住宅等建築物の安定確保

対象 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第３条規定の「要緊急安全確認大規模建築物」

目
的
妥
当
性

 公共関与の妥当性
意図

耐震診断、耐震補強設計及び耐震改修工事の実施を促進することにより、市民が安心して
生活できる住宅等建築物の安定確保に寄与する。 妥当である

見直し余地がある

○耐震診断及び耐震補強設計：費用の２／３を補助する。但し、耐震診断については下記①～③
に定める単価により算出した金額の合計を補助限度額とする。なお、設計図書の復元、第三者機
関による診断結果の判定などについては、1,540,000円を限度として加算する。
①延べ面積のうち、1,000㎡までの部分　　　　　　　　　　2,060円／㎡以内
②延べ面積のうち、1,000㎡を超えて2,000㎡までの部分　 　1,540円／㎡以内
③延べ面積のうち、2,000㎡を超える部分　　　　　　　　　1,030円／㎡以内
○耐震改修工事：費用の４４．８％を補助する。但し、48,700円／㎡を補助限度額とする。

有
効
性

 成果の向上余地

 事業費・人件費の削減余地
事業費の削減余地がある

人件費の削減余地がある

どちらも削減余地がない

適法に建築された建築物について、耐震診断義務を後付けしたこ
とに端を発しているため、国をはじめ県・市においても診断費用
の一部について補助する支援策を設けることは妥当である。

 受益と負担の適正化余地 耐震診断及び耐震補強設計の費用については、国負担分を除いた
１／２について県・市・自己がそれぞれ均等に１／６を負担する
ため、又、耐震改修工事については、国、地方、自己がそれぞれ
１／３を負担するため、受益と負担は適正である。

受益機会の見直し余地がある

費用負担の見直し余地がある

　総合評価　…上記評価結果の総括

妥当でない

委託

公
平
性

建物所有者の耐震診断等の費用が軽減されることから、診断等の
実施が促進され、耐震改修が図られる。向上余地がある

向上余地がない

効
率
性

事業費については、補助限度額のため削減の余地はない。また、
業務の大半が補助金交付に係る事務手続きのため、人件費につい
ても削減の余地はない。

1

後援・協賛 補助・助成

26年度(実績)

市民参画の有無

適正である
市民協働の形態

共催 実行委員会・協議会 事業協力・協定

実績 2 1

活動指標　（上記「事業概要」に対応） 単位 区分 27年度(実績)

②
建築物耐震対策促進事業費補助金
（耐震補強設計）の交付

件
計画

①
建築物耐震対策促進事業費補助金
（耐震診断）の交付

件
計画 4

2
実績

③
建築物耐震対策促進事業費補助金
（耐震改修工事）の交付

件
計画

2

実績 2

2

件
4 1目標

成果指標　（上記「意図」に対応） 単位 区分

1実績

26年度(実績)

実績 2

②
建築物耐震対策促進事業費補助金
（耐震補強設計）の交付

件
目標

①
建築物耐震対策促進事業費補助金
（耐震診断）の交付

目標

2
実績 2

2

2

成果指標
の達成度

目標値より高い ○ 概ね目標値どおり

③
建築物耐震対策促進事業費補助金
（耐震改修工事）の交付

件

　成果指標の達成度の要因分析
 （新規事業及び成果指標を変更した場合は、その成果指標を設定した考え方、目標値の根拠を記載）

耐震診断、耐震補強設計、耐震改修工事の実施を促進することにより、市民が安心して生活でき
る住宅等建築物の安定確保に寄与されるため、又、耐震改修促進法で診断が義務化となっている
ため、所有者へ早期の診断実施を働きかけた。更に、診断の結果耐震改修工事が必要と判定され
たものについては、耐震補強設計及び耐震改修工事の早期実施を働きかけた。

○耐震診断：対象となる建築物４件（ホテル花巻、ホテル紅葉館、マルカン及び花巻温泉病院）
全てが平成26年度に実施されると見込んでいたが、所有者の都合で２件（ホテル花巻、ホテル紅
葉館）のみの実施であった。このことから平成27年度に２件（マルカン及び花巻温泉病院）を予
定していたが、1件（花巻温泉病院）が岩手県の事業を利用することになったため1件（マルカ
ン）となった。
○耐震補強設計及び耐震改修工事：平成26年度に実施した耐震診断の結果、耐震補強が必要と判
定された２件（ホテル花巻、ホテル紅葉館）が平成27年度に実施。尚、今年度診断を行った、２
件（マルカン及び花巻温泉病院）はいずれも耐震改修が必要と診断されたが、建物所有者から耐
震改修は行わない意向であることを確認済み。

目標値より低い



（単位：千円）

単位：千円 ●耐震診断及び耐震補強設計

～

●耐震改修工事

　

国　　　　:33.3%[11.5%（A）＋21.8%（B）]
地方　　　:33.3%[5.75%（C）＋27.55%（D）]
自己負担 ：33.4%[33.4%（F）]

建築物耐震対策促進事業

鎌田　基功 541

平成 27 年度 事業説明資料 【 】

項

担当部署 部名 建設部 課名 都市政策課 担当係長 内線

会計 款
《事業手法の詳細》

一般 02 01

26年度
決算額(A)

27年度
決算額(B)

28年度
現計予算額

決算額前年比
(B-A）

事業費
20,432 26,818 6,386

財
源
内
訳

国・県 15,324 14,320 △ 1,004

地方債

その他

7,390

事業期間 単年度繰返 期間限定 〔平成 年度 平成

事業開始の背景・経緯

部重点施策における目標

事業概要

○耐震診断及び耐震補強設計：費用の２／３を補助する。但し、耐震診断については下記①～③
に定める単価により算出した金額の合計を補助限度額とする。なお、設計図書の復元、第三者機
関による診断結果の判定などについては、1,540,000円を限度として加算する。
①延べ面積のうち、1,000㎡までの部分　　　　　　　　　　2,060円／㎡以内
②延べ面積のうち、1,000㎡を超えて2,000㎡までの部分　 　1,540円／㎡以内
③延べ面積のうち、2,000㎡を超える部分　　　　　　　　　1,030円／㎡以内
○耐震改修工事：費用の４４．８％を補助する。但し、48,700円／㎡を補助限度額とする。

（１）昨年度に耐震診断が完了し耐震補強が必要と判定されたため、今年度に耐震補強設計及
び耐震改修工事を行う予定のホテル花巻及びホテル紅葉館の２件の同補助を行う。
（２）国及び県の要綱により耐震改修工事の補助を受けるには平成28年3月31日までに耐震補
強設計に着手しなければならないため、平成27年度に診断予定のマルカン及び温泉病院の２件
は診断結果によって耐震補強設計を今年度に行う可能性があるため、再度補正が必要になるこ
とが予想されることから、耐震診断の状況や耐震改修に向けた所有者の意向を随時確認する。

事業説明資料

建築物耐震対策促進事業

年度〕

目

15

事業ｺｰﾄﾞ

0404

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正（平成25年11月25日施行）に伴い、特に多数の者が利用する大規模建築
物などについて、耐震診断結果の報告が義務付けされたことから平成26年度に重点的かつ緊急的に耐震診断費用の一
部を補助する制度を創設したが、県が平成27年4月1日に耐震補強設計及び耐震改修費の補助を追加したため市におい
ても同補助を追加する。

一般財源 5,108 12,498

事業名

事後評価

事業を展開する上での課題、留意事項　／　意見・要望等

申
請
者
 

市
 

国
・
県
 

  交付申請 

  交   付 

交付決定通知 

  請   求 

  交付申請 

交付決定通知 

 請   求 

 交   付 

        申請者に対し、２／３(E)補助     市に対し、国１／３(A) 

   ・県１／６(C)補助 

申
請
者
 

市
 

国
・
県
 

  交付申請 

  交   付 

交付決定通知 

  請   求 

  交付申請 

交付決定通知 

 請   求 

 交   付 

        申請者に対し、44.8％(E)補助     市に対し、国11.5%(A) 

   ・県5.75%(C)補助 



※色付きのセルのみ入力してください。また、行・列の挿入や削除は行わないでください。

（単位：千円）
《事業手法の詳細》

　決算額　26,818千円

建築物耐震対策促進事業 事業説明資料

年度事業説明資料 】

一般 02

会計 款

平成 事後評価27

0404

事業名

建築物耐震対策促進事業

【

項

01

目

15

事業ｺｰﾄﾞ


